
 

「事務所の設置について」(理事会決議)の一部改正について 

                    日証協 平成 24年 2月 2日          

 

東北地区協会の事務所が 2月 6日に移転することに伴い、「事務所の設置について」 

(理事会決議)の一部改正を行った。 

 

本規則改正は、平成 24年 2月 6日から施行する。 

本規則改正の趣旨・骨子及び新旧対照表は、以下のとおりである。 



「事務所の設置について」（理事会決議）の一部改正について 

 

 

平 成 2 4 年 ２ 月 ２ 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

 

Ⅰ．改正の趣旨 

東北地区協会の事務所が来る2月6日に移転することに伴い、「事務所の設置について」

（理事会決議）の一部を改正する。 

 

Ⅱ．改正の骨子 

○ 「事務所の設置について」（理事会決議）の一部改正 

「東北地区協会」の所在の場所を改める。 

 

Ⅲ．施行の時期 

平成 24 年 2 月 6 日から施行する。 

 

 

以 上  

 



別紙 1 

「事務所の設置について」（理事会決議）の一部改正について 

 

平成 24 年 2 月 2 日 

（下線部分変更） 

新 旧 

（目的） 

第１条 本協会は、定款第 2 条及び同第 71 条の規

定に基づき、次のとおり事務所を設置する。 

（目的） 

第１条 本協会は、定款第 2 条及び同第 71 条の規

定に基づき、次のとおり事務所を設置する。 

１ 主たる事務所 

（現行どおり） 

１ 主たる事務所 

（省 略） 

２ その他の事務所 ２ その他の事務所 

 名 称 所在の場所 名 称 所在の場所 

 北海道地区協会 （現行どおり） 北海道地区協会 （省  略） 

 東北地区協会 
仙台市青葉区一番町三丁目 

6 番 1 号 
東北地区協会

仙台市青葉区本町二丁目 

1 番 1 号 

 東京地区協会  東京地区協会  

 名古屋地区協会  名古屋地区協会  

 北陸地区協会  北陸地区協会  

 大阪地区協会  大阪地区協会  

 中国地区協会  中国地区協会  

 四国地区協会  四国地区協会  

 九州地区協会  九州地区協会  

  

付   則 

この改正は、平成 24 年 2 月 6 日から施行する。

 

 

（現行どおり） （省 略）
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